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◆マイナンバーとは？
　マイナンバーとは、一人ひとり異なる12桁の番号で、個人が特定されないように住所地や生年月
日などと関係のない番号が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
　マイナンバーをお知らせする通知カードが住民票を有する人に送付され、希望者には平成28年
1月以降に個人番号カードを交付します。

　主に下記のような手続の際に、窓口で 通知カード＋本人確認書類 または 個人番号カードの提示などを求められます。

　「個人番号カード」を希望される方は、11月以降に順次お届けしている「通知カード」と一緒に届く 
「個人番号カード交付申請書」を同封の封筒で郵送してください（スマートフォンなどでも申請可）。

※マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、上記のような場面以外では、
　マイナンバーをむやみに他人に見せたりしないようにしてください。

個人番号カード（イメージ）

◆個人番号カードを希望される方には、平成28年1月以降に交付を開始

◆マイナンバーが必要な場面
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◆マイナンバーに関するお問い合わせコールセンター
　マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）

※受付時間
平　　日 9：30～22：00
土日祝日 9：30～17：30
　　　　　 （年末年始除く）

　 ０１２０‐９５‐０１７８   

「個人番号カード」とは
・１枚でさまざまな行政手続において本人確認とマイナンバーの確

認の両方ができるＩＣカードです。
・民間のサービスを受ける際の身分証明書としても利用できます。

※ ただし、カードの裏面にはマイナンバーが記載されているので、
法律で認められた行政手続以外の用途で事業者などが裏面をコピー
などをすることは禁止されています（表面はコピー可）。

・有効期限は 10 年（20 歳未満の場合は５年）。
・初回の交付手数料は無料です。
・「個人番号カード」は公的個人認証の機能が標準装備され、確定申

告等の電子申請手続きにも利用できます。

▲

不審な電話がかかってきたら…舞鶴市消費生活センター（市民課内、☎ 66・1006）か
　　　　　　　　　　　　　　消費者ホットライン（☎ 1

い や や ！
88）へ。

▲

通知カード・個人番号カードに関する
　問い合わせは、市民課（☎ 66・1001）へ。

▲

マイナンバー制度に関する
　問い合わせは、総務課（☎ 66・1044）へ。

（表面）

（裏面）

社会保障

医療 福祉

労働 年金

・税務署に提出する確定申告書、届出書、
 調書などに記載
・証券会社や保険会社での配当金などの
 税務処理の場合　　　　　　　　など

・被災者生活再建支援金の支給
　　　　　　　　　　　  など

税

災害対策
・医療保険の給付請求　・福祉分野の給付、生活保護
・公営住宅の入居の申請　
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・年金の資格取得や確認、給付　　　　　　　 など
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　IP電話等で上記に繋がらない場合（有料）
　 ０５０‐３８１６‐９４０５ 
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　工業デザイナーの水戸岡鋭治さんが手がけた京都
丹後鉄道の特急「丹後の海」がこの秋、走り出しま
した。車両は、『海の京都』をイメージにデザイン
され、JR 京都駅と府北部地域を結ぶ特急車両とし
て運行。くつろぎの車内空間の中で「美しい海や森」

「田園風景」などの魅力的な景観を楽しむ鉄道の旅
を提供します。
　車両は藍色メタリックで上品なデザインに。車内
は木で囲まれ、心と体で心地よいと感じる和の空間
に仕上げられており、ゆったりとした時間が流れま
す。ぜひ休日には家族でお出かけを。

▶詳しくは、京都丹後鉄道（☎ 0772・25・2323）へ。

「海の京都」をイメージした車両で旅を演出

特急「丹後の海」が新たに運行
　引揚記念館所蔵資料
のユネスコ世界記憶遺
産登録を記念し、「引
揚巡回展－引き揚げと
海軍ゆかりのまち舞鶴
in 東京」を東京駅前の
商業施設「K

き っ て

ITTE」で
12 月 25 日㈮～ 27 日㈰に開催します。引き揚げ
の史実と引揚者を温かく迎えた舞鶴市民の真心を伝
える「海を越え、心を繋いだハガキと手紙」をテー
マに、家族への愛を手紙に込めて送った思いと恒久
平和への祈りを広く発信するとともに、日本海側唯
一の海軍のまち舞鶴を PR します。

【内容】
▪引き揚げのまち・舞鶴ゾーン
　❖海外引揚 70 周年記念「舞鶴引揚記念館」特別巡回展
▪海軍ゆかりのまち・舞鶴ゾーン
　❖舞鶴の情報をパネルやオブジェなどで紹介　❖海軍グ
　ルメのレトルト商品の販売　❖舞鶴クイズラリー など
　
▶詳しくは、引揚記念館（☎ 68・0836）か観光
商業課（☎ 66・1024）へ。

12月25日～27日

「引揚巡回展」を東京で開催

▲東京都で PR する堤副市長

　11 月２日、総合文化会館で原子力発電所の必要性
や安全性、原子力防災の取り組みについて市民に説明
する「高浜発電所に係る住民説明会」を府内で初めて
開催。自治会長や民生・児童委員、各関係機関・団体
の代表者、行政関係者など 602 人が出席しました。
　同説明会は、原子力政策や防災に係る国の考え方を
市民の皆さんに聞いていただくとともに、質問や意見
を聴取し、国に伝えるため市が開催したものです。
　冒頭、多々見市長や山内副知事から市や府の取り組

高浜発電所に係る住民説明会を開催

市民の代表など602人が出席 みと経緯について説明。その後、「エネルギー政策に
おける原子力発電について（資源エネルギー庁）」「規
制基準に適合した原子力発電所の安全性について（原
子力規制庁）」「高浜地域における原子力防災について

（内閣府）」の説明がありました。また、多々見市長が
国の説明に対し直接質問したほか、関西電力㈱にも質
問しました。
　三澤毅・京都大学原子炉実験所教授からは、京都府
原子力防災専門委員の立場で原子力規制庁の説明に対
してのコメントをいただきました。

【質問や意見の募集結果】
　説明会の内容に対し、82 人から質問や意
見が寄せられました（募集期間：11 月２日
～ 10 日）。寄せられた質問などは、関係機
関からの回答を踏まえ、市で取りまとめた上
で、後日、広報まいづるや市ホームページな
どで公表します（氏名などは公表しません）。
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▶詳しくは、危機管理・防災課（☎ 66・1089）へ。
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